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「福島県農林水産部ＩＣＴ活用工事試行要領」 新旧対照表  

改  定 （新）  現  行 （旧）  

福島県農林水産部ＩＣＴ活用工事試行要領  
 
第１ （略）  
１～２ （略）  
３ 各段階におけるＩＣＴの活用方法  
（１）～（２）（略）  
（３）ＩＣＴ建設機械による施工  

（２）で得られた３次元設計データを用い、ガイドライン等に示す技術

（ＩＣＴ建設機械）により施工を実施する。なお、ガイドライン等でＩＣ

Ｔ建設機械による施工が示されていない場合は、従来型建設機械により施

工を実施してもＩＣＴ活用工事とする。  
［削除］  
 
 
 
 
 
 
（４）～（５）（略）  
４ （略）  
第２～第６ （略）  

 

福島県農林水産部ＩＣＴ活用工事試行要領  
                        
第１ ＩＣＴ活用工事  
１～２ （略）  
３ 各段階におけるＩＣＴの活用方法  
（１）～（２）（略）  
（３）ＩＣＴ建設機械による施工  

（２）で得られた３次元設計データを用い、次の①～⑤  に示す技術

（ＩＣＴ建設機械）により施工を実施する。なお、ガイドライン等でＩＣ

Ｔ建設機械による施工が示されていない場合は、従来型建設機械により施

工を実施してもＩＣＴ活用工事とする。  
番号  技術名  
①  ３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術  
②  ３次元マシンコントロール（バックホウ）技術  
③  ３次元マシンコントロール（モーターグレーダ）技術  
④  ３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）技術  
⑤  ３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術  

 
（４）～（５）（略）  
４ （略）  
第２～第６ （略）  
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福島県農林水産部ＩＣＴ活用工事試行要領」 新旧対照表  

改  定 （新）  現  行 （旧）  

福島県農林水産部ＩＣＴ活用工事試行要領  
 
第７ 実施証明書  
 発注者は、ＩＣＴ活用工事を実施し、その竣工検査に合格した受注者に

対して、「農林水産部発注工事における福島県工事実施証明書発行事務運

用基準」に定める実施証明書を発行するものとする。（発注方式、実施プ

ロセス数は問わない）  
 なお、発行の対象となるＩＣＴ活用工事は、「発注者指定型」及び全て

のプロセスを選択して実施した工事のみとする。  
 
第８ （略）  
第９ 附則  
 （略）  

この要領は、令和７年４月１日以降に起工する工事から適用する。  

福島県農林水産部ＩＣＴ活用工事試行要領  
                        
第７ 実施証明書  
 発注者は、ＩＣＴ活用工事を実施し、その竣工検査に合格した受注者に

対して、「農林水産部発注工事における福島県工事実施証明書発行事務運

用基準」に定める実施証明書を発行するものとする。（発注方式、実施プ

ロセス数は問わない）  
 なお、発行の対象となるＩＣＴ活用工事は、「発注者指定型」及び全て

のプロセスを選択して実施した工事のみとする。  
 
第８ （略）  
第９ 附則  
 （略）  

この要領は、令和７年１月２０日以降に起工する工事から適用する。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


